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育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の記入例 
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「備 考」 

備考欄に、賃金締切日・支払日、通勤手当について記入してください。 

 

1「被保険者番号」 

・被保険者証に記載されている被保険者番号を記入してください。 

5「育児休業開始年月日」 

・被保険者が育児休業を開始した年月日を記入してください。 

6「出産年月日」、7「出産予定日」 

・育児休業に係る子の出産年月日、出産予定日を記入してください。 

 

12、16「支給期間」 

・出生時育児休業期間を記入してください。分割して取得した場合、16に２回目の出生時育児休業期間を記入してください。 

4「事業所番号」 

・当該事業所の事業所番号を記入してください。 

9、10「被保険者の住所」、11「被保険者の電話番号」 

・被保険者の郵便番号、住所、電話番号を記入してください。 

13、17「就業日数」、 14、18「就業時間」 

・12、16の支給期間において、就業した日数をそれぞれ 13、17に記入してください。 

・12、16の支給期間において、就業した時間数をそれぞれ 14、18に記入してください（１時間未満の時間数は切り捨て）。 

15、19「支払われた賃金額」 

・12、16の支給期間中に、支払われた賃金の額を記入してください。 

・「支払われた賃金額」については、140 ページを参照してください。 

「事業所名(所在地・電話番号)、事業主名」、「申請者氏名」 

・被保険者本人が氏名を記載し記入内容について事業主が証明してください。ただし、申請内容等を事業主等が被保険者

に確認し、合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成・保存することで被保険者氏名の記載を

省略することができます。その場合、申請者氏名欄には、「申請について同意済み」と記載してください。 

 

 

8「個人番号」 

・被保険者の個人番号を記入してください。 

「払渡希望金融機関指定届」 

｢名称｣欄には、育児休業給付の払渡しを希望する金融機関の名称及び店舗名を記入してください。 

｢口座番号、記号番号｣欄には、被保険者本人の名義の通帳の口座、記号番号を記入してください。 

※最近新設された金融機関の店舗や小規模な出張所など一部の金融機関については、コンピュータに登録されていない場合

もありますので、ご利用になる場合は、あらかじめハローワークにご相談ください。 
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（2）支給要件は・・・・・ 

出生時育児休業期間について、次の要件をすべて満たしている場合に支給されま

す。 

休業中の就業時間数の取扱いや賃金の取扱いは育児休業給付金と異なるのでご

注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「出生時育児休業中の就労に対して事業主から支払われた賃金」とは 

出生時育児休業期間を含む賃金月分として支払われた賃金のうち、基本給等

の労働した日・時間により算定され支払われる賃金（勤務日数に応じて支払わ

れる通勤手当を含む。）については、出生時育児休業期間中の賃金の基礎とな

った日数・時間に応じて支払われた額とし、家族手当等の労働した日または時

間にかかわらず一定額が支払われる賃金は含めません。月給制等により、出生

時育児休業期間を含む賃金月において、賃金が減額されなかった場合には、支

払われた賃金額に出生時育児休業取得日数を乗じて得た額を、出生時育児休業

期間を含む賃金月の賃金支払対象期間の日数（賃金支払基礎日数）で除し（小

数点以下切り捨て）、当該額を「出生時育児休業期間を対象とする賃金」としま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 出生時育児休業期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有

していること。 

ロ 出生時育児休業期間の就業日数が 10 日以下であること。10 日を超

える場合は就業している時間が 80時間以下であること。 

※ 休業期間が 28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなり

ます。 

（例）14 日間の休業 ⇒ 最大５日（５日を超える場合は 40時間） 

   10 日間の休業 ⇒ 最大４日（４日を超える場合は約 28.57時間） 

 [10 日×10/28≒3.57 （端数切り上げ） ⇒４日、80 時間×10/28≒28.57 時間]  

※ 出生時育児休業期間中に就業した時間を合計した際に生じた分単位の端数は切り

捨てます。また、出生時育児休業を分割して取得する場合は、それぞれの期間ごとに

端数処理を行います。 

ハ 出生時育児休業中の就労に対して事業主から支払われた賃金※が、

休業開始時の賃金月額の 80％未満であること。 

 


